
平成２９年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ８ 府 省 庁 名 国土交通省              

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例（トン数標準税制）の拡充及び延長 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

準日本船舶について、日本の船主が海外子会社を通じて実質的に保有する一定の要件を満たした船舶まで対象を

拡充するほか、歴史的な海運不況にも持続可能な仕組みを導入する。 

 

 

・特例措置の内容 

対外船舶運航事業者が、「日本船舶・船員確保計画」を作成し、国土交通大臣の認定を受けた場合、次の船舶に

係る利益について、みなし利益課税の選択が可能。 

①日本船舶 

②準日本船舶 （対外船舶運航事業者が海外子会社を通じて実質的に保有する一定の要件を満たした船舶） 

準日本船舶のみなし利益水準（100純トン当たり）は、日本船舶の1.5倍。 

 

 

関係条文 

法人住民税（道府県）地方税法第51条、第53条 

      (市町村) 地方税法第314条の４、第321条の８ 

法人事業税     地方税法第72条の２、12、23、24の７ 

減収 

見込額 

［初年度］▲41（▲2,808）  ［平年度］▲205（▲2,912） 

［改正増減収額］－                             （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

我が国経済・産業の活動を支える日本商船隊（我が国の外航海運事業者が運航する船舶群）による安定的

な国際海上輸送の確保を通じた経済安全保障の早期確立を図る。 

 

（２）施策の必要性 

我が国周辺海域における近年の情勢の急激な変化により、安定的な国際海上輸送の確保の重要性が一層顕

在化しており、経済安全保障の早期確立が急務となっているが、対外船舶運航事業者は、足下の歴史的な国

際海運市況の低迷の影響により船隊規模を縮小せざるを得ない状況にあり、日本船舶及び現行の準日本船舶

のみで、経済安全保障に必要な450隻を早期に確保していくことは困難な状況にある。  

このため、準日本船舶について、現行の対外船舶運航事業者が海外子会社を通じて実質的に保有する一定

の要件を満たした船舶に加え、日本の船主が海外子会社を通じて実質的に保有する一定の要件を満たした船

舶まで対象を拡充して、経済安全保障の早急な確立を図る必要がある。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 

 ８－１ 



 

 

合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

【政策体系における位置付け】 

・ 交通政策審議会海事分科会国際海上輸送部会答申（平成19年12月「安定的な国際海上輸送

の確保のための海事政策のあり方について」）において、経済安全保障の観点から、日本船

舶の必要規模は450隻とされた。 

・ 海洋基本計画（平成 25 年４月 26 日閣議決定）において、「日本籍船及び日本人船員の計画

的増加に取り組む我が国の外航海運事業者に対し、トン数標準税制の適用等を実施し、日本

船舶と日本船舶を補完する準日本船舶合わせて450隻体制の早期確立を図る。」とされた。 

 

【政策評価体系における当該要望措置の位置付け】 

政策目標：６ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化 

施策目標：19 海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、安定的

な国際海上輸送の確保を推進する。 

業績指標：71 外航海運事業者が運航する日本船舶の隻数の目標値に対する達成率 

 

政策の 

達成目標 

日本船舶及び準日本船舶数の合計をできる限り早期に450隻とすることを目標とする。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

５年間（平成30年度以降の適用） 

同上の期間中

の達成目標 

日本船舶及び準日本船舶の合計隻数を、５年間（平成30年度以降）で概ね415隻とすることを

目標とする。 

 

政策目標の 

達成状況 

・ 「日本船舶・船員確保計画」に係る認定事業者８社について、日本船舶を現行計画開始時点

（平成25年度末）の166隻から平成27年度末までに201隻まで増加させており、概ね計画

通り確保している。平成29年度末には248隻の日本船舶を確保する見込みである。 

・ しかしながら、近年の歴史的海運不況による影響などを受けて対外船舶運航事業者の船隊規

模を縮小せざるを得ない状況から、準日本船舶の隻数は、平成29年度末で86隻に留まる見

込みであり、平成29年度末の日本船舶及び準日本船舶の合計隻数は、334隻になる見込みで

ある。 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

【適用隻数（見込み）】                     （単位：隻） 

年 度 30 31 32 33 34 

日本船舶 254 260 267 273 279 

準日本船舶 96 106 116 126    136 

※認定事業者８社へのアンケート調査に基づき積算 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

・ 日本商船隊の中核である日本船舶については、トン数標準税制の導入の効果もあり、これま

での減少基調から増加に転じ、認定事業者８社について、平成20年７月時点75隻から平成

29年度末には248隻を確保する見込みである。 

・ しかしながら、近年の歴史的海運不況による影響などを受けて対外船舶運航事業者の船隊規

模を縮小せざるを得ない状況において、日本船舶及び準日本船舶の順調な増加が見込めない

ことから、経済安全保障の観点から、日本の船主が海外子会社を通じて実質的に保有する一

定の要件を満たした船舶まで対象を拡充し、できる限り早期に450隻を確保する必要がある。 
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相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

トン数標準税制（法人税） 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

－ 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

－ 

 

要望の措置の 

妥当性 

本特例措置により、利益の変動が激しい船舶運航事業者にとって、毎年の納税額が予見可能となり、

高額な船舶投資を安定的・計画的に行うことが可能となるため、政策目的の達成のために効率的な政

策手法であり、妥当性を有する。 

また、国の補助金による支援措置は、ＷＴＯサービス貿易協定（内国民待遇※）に抵触するおそれ

があることからも本租税特別措置による支援が妥当である。 

※ 他の加盟国のサービス提供者に対して、自国の同種のサービス提供者に与える待遇よりも不利

でない待遇を与えなければならない。 

 

税負担軽減措置等の 

適用実績 

平成23年度の減税額合計：    284 百万円（  10社） 

平成24年度の減税額合計：    399 百万円（ ９社） 

平成25年度の減税額合計：    2,536 百万円（ ９社） 

平成26年度の減税額合計：    3,989 百万円（ ８社） 

平成27年度の減税額合計：    1,022 百万円（ ８社） 

（「日本船舶・船員確保計画」の認定を受けた事業者の合計） 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

【適用実績（税額）】 

 法人住民税： 3,582 百万円 

 事業税：   5,353 百万円 

 合計：    8,935 百万円 

税負担軽減措置等の

適用による効果（手段

としての有効性） 

日本商船隊の中核である日本船舶については、トン数標準税制の導入の効果もあり、これま

での減少基調から増加に転じ、認定事業者８社について、平成20年75隻から平成29年度末に

は248隻の日本船舶を確保する見込みであり、現行制度が有効に活用されている。 

 

前回要望時の 

達成目標 

① 日本商船隊における日本船舶の隻数を概ね 450 隻とすることを目標とし、５年間（平成 25

年度から平成29年度まで）で概ね265隻とすることを目標とする。 

② 日本船舶の必要規模の達成までの当面の取り組みとして、日本船舶と準日本船舶の合計隻数

を、５年間（平成25年度から平成29年度まで）で概ね450隻とし、これを平成29年度ま

でに維持することを目標とする。 

 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達成していない場合

の理由 

① 認定事業者８社について、日本船舶を現行計画開始時点（平成25年度末）の166隻から平

成27年度末までに201隻まで増加させており、概ね計画通り確保している。平成29年度末

には 248 隻の日本船舶を確保する見込みであることから、概ね目標を達成する見込みであ

る。 

② 現下の歴史的海運不況による影響などを受けて対外船舶運航事業者の船隊規模を縮小せざ

るを得ない状況から、準日本船舶の隻数は、平成29年度末で86隻に留まる見込みであり、

平成 29 年度末の日本船舶及び準日本船舶の合計隻数は、334 隻になる見込みであり、経済

安全保障確立のための450隻早期確保の道筋をつける必要がある。 
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これまでの要望経緯 平成21年度 日本船舶についてトン数標準税制（５年間）を創設。 

平成24年度  拡充要望（平成24年度税制大綱にて「日本船舶への迅速かつ確実な転換等の課題に

も対応した次期通常国会における海上運送法改正、日本船舶や日本人船員を増加させ

るという日本船舶・船員確保計画の拡充を前提に、平成25年度税制改正において、

日本船舶増加のインセンティブにも十分配慮しつつ、適用対象を我が国外航海運業者

の海外子会社が所有する一定の要件を満たした外国船舶に拡充する」こととされた。） 

平成25年度  日本船舶に加えて、準日本船舶まで対象を拡充。 
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